
申請作業が
ネットで完結

港湾関連手続の電子化
港湾関連手続の電子化、申請作業がネットで完結するため、
窓口での申請が不要。

手続や申請項目の標準化
標準的な審査プロセスや様式、申請項目等を提供し、
全国での手続様式や申請項目を標準化。

申請時に活用できる便利機能の提供
過去申請の流用、帳票（PDF）出力等の各種便利機能
を構築し、申請作業を効率化。

サイバーポート（手続)に関するご案内

不揃いの
様式を標準化

港湾B港湾A

港湾C

申請者

港湾毎に

申請様式が異なる

同じ申請を

流用できない

（C）名古屋港管理組合

港湾関連手続を行う皆様へ

サイバーポート（手続）で申請の効率化を図りませんか？
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サイバーポート（手続）は全ての機能を無料でご利用いただけます
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港湾事務所
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窓口やFAXでの
申請が面倒

庁舎



熊本県におけるサイバーポート（手続）対象の手続

港湾施設関連

• 港湾施設（共通）使用申請

係留施設、駐車場、荷役機器付帯施設、

旅客乗降用施設、待合所、船舶給水施設、

緑地、広場、福利厚生施設、港湾管理施設、

港湾施設用地、照明用投光器、

マリーナ施設

• 荷役機械使用許可申請

• 荷さばき地及び野積場使用許可申請の付属電

気施設（コンテナ用電源）

• 港湾施設（上屋・荷さばき地・野積場）使用

許可申請

港湾区域関連

• 港湾区域内水域等の占用申請

• 港湾区域内水域等の土砂採取に関する

申請

• 水域施設等の建設・改良に関する申請

• その他港湾区域内における工事等に関

する申請

臨港地区関連

• 臨港地区内行為届出

（工事・事業場以外用）

• 臨港地区内行為届出

（工事・事業場用）

• 臨港地区内行為変更届出

その他手続

• 工事着手・しゅん工届

• 使用料・占用料減免（免除）申請

• その他港湾管理者手続

お問い合わせ先・ポータルサイト

利用開始やシステム操作等に
関するお問い合わせ

(港湾名) 管理者連絡先

熊本県土木部河川港湾局港湾課管理班

tel:096-333-2515

mail:kouwan@pref.kumamoto.lg.jp

サイバーポート（手続）
ポータルサイト

• QRコード（スマホから読み取り可能）

• ポータルサイト（こちらをクリック）• お問い合わせフォーム（こちらをクリック）

• QRコード（スマホから読み取り可能）

港湾業務を変える 未来が変わる
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tel:096-333-2515
https://proc.cyber-port.mlit.go.jp/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHnszZFsA028z7Rz1aWXouD2E6jseQhHjborVcqW4r9UNlZLSTFMTDBEWTUzNzA4QlRPMThCOEdJTS4u

